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正誤表（2026 年 4 月 14 日更新） 

2026 年度合格目標版 中小企業診断士一次試験 一発合格まとめシート 後編（経済学・経済政策、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策）

におきまして、以下の箇所に誤りがございました。 

お詫びして訂正させていただきます。 

第 1 章：はじめに 

該当 

ページ 

まとめ 

シート
該当箇所 正 誤 更新日 

7-9 インデックス 第 1 章 はじめに 第 2 章 経済 2026/1/15 

第 2 章：経済学・経済政策 

該当 

ページ 

まとめ 

シート
該当箇所 正 誤 更新日 

14 1 次関数の式とグラフ 

最終行 

グラフと文章が被ってしまい読みづらくなっ

ております。 

なお、傾きが同じ式の場合は、グラフは平行に

なります。 ― 2026/1/15 

17 4. これだけ覚える微分

上から 3 行目

aX3、bX2、cX といった aXn の微分は右記のよ

うに anXn-1 と表すことができます。 

aX3、bX2、cX といった anXn の微分は右記のよ

うに anXn-1 と表すことができます。 

2026/1/15 
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第３章：経営法務 

該当 

ページ 

まとめ 

シート 
該当箇所 正 誤 更新日 

103 - 上から３-4 行目 （監査等委員会設置会社を含む三委員会設置会

社の会計参与は 1 年）。 

（監査等委員会設置会社を含む委員会設置会社

の会計参与は 1 年）。 

 

2026/01/27 

121 - 事業譲渡に関する留意事項 

上から１-2 行目 

同一市町村および隣接市町村で 同一市町村および近隣市町村で  

2026/01/27 

180 

 

- 2.国際条約 

上から 11 行目 

特許協力条約（PCT） 

特許や実用新案を対象とした条約で 特許や実用新案を対象とした対象とした条約で  

2026/1/13 

185 - 6.特定電子メール法 

上から 1 行目 

特定電子メール法は、正式には「特定電子メー

ル送信の…」 

特定電子メール法は、正式「特定電子メール送

信の…」 

 

2026/1/13 
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第４章：経営情報システム 

該当 

ページ 

まとめ 

シート 
該当箇所 正 誤 更新日 

196 3 2.OS の機能 

ディスパッチング 

CPU が空いたときに実行可能状態のタスクに使用

権を与える 

CPU が空いたときに実行可能状態の CPU に使用

権を与える 

2026/4/14 

199 - 3.OSS 

上から 1 行目 

これらはそれぞれの頭文字を取って これらはそれおぞれの頭文字を取って 2026/1/13 

207  5.データ分析 

上から 3 行目 

近年では情報技術の進化に伴い、 近年では情報技術の進化にい、 2026/1/13 

217  2.LAN のトポロジ 

上から 3 行目 

スター型はハブを中心とした複数のコンピュータ

を星型につなぐ方法です。 

スター型はハブを中心とした複数のコンピュータ

をつ星型になぐ方法です。 

2026/1/13 
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第 5 章：中小企業経営・中小企業政策 

該当 

ページ 

まとめ 

シート 
該当箇所 正 誤 更新日 

266 02 1. 金利・為替・物価 

ローカルベンチマーク 

非財務情報 

業務フロー 業務フォロー  

2026/2/9 

274 04 1. 成⾧する中小企業が我が国経済に与える影

響 

2013 年度を 100 とした場合の指標の推移 2013 年度を 100 とした場合の指標の維移 2026/2/25 

278 05 タイトル 中小企業の経営力、小規模企業白書 中小企業の経営力、小規模事業者白書 2026/1/13 

279  タイトル 中小企業の経営力、小規模企業白書 中小企業の経営力、小規模事業者白書 2026/1/13 

280  タイトル 小規模企業白書 小規模事業者白書 2026/1/13 

293  4.BCP 資金 

上から 6 行目 

対象資金は、⾧期運転資金と必要な設備資金で、

貸付限度額は直接貸付 7 億 2,000 万円 

対象資金は、⾧期運転資金と必要な設備資金で、

直接貸付 7 億 2,000 万円 

2026/1/13 

315  上から 6 行目 また、中小企業投資育成株式会社法の特例で、資

本金 3 億円超の企業でも中小企業投資育成株式会

社の株式引受が受けられます。 

また、中小企業投資育成株式会社の特例で、資本

金 3 億円超の企業でも中小企業投資育成株式会社 

法の株式引受が受けられます。 

 

2026/1/13 

 

※その他、目次、SHEET6 と SHEET11 で誤記がございましたので、P.4 以降の別紙をご参照ください 

 

 

以上 


